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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材上に液晶性有機半導体材料からなる有機半導体層を有する有機半導体構造物の製造
方法であって、
　前記基材に撥油性領域及び当該撥油性領域で囲まれた親油性領域を形成する工程と、前
記液晶性有機半導体材料及び溶媒を含む有機半導体層形成溶液を前記親油性領域に塗布し
て該有機半導体層形成溶液を半円弧状の液滴形状にする工程と、前記親油性領域に塗布さ
れた前記半円弧状の液滴形状状態で前記有機半導体層形成溶液中の前記溶媒を蒸発させて
前記液晶性有機半導体材料を結晶化させる工程と、を有することを特徴とする有機半導体
構造物の製造方法。
【請求項２】
　基材上に、液晶性有機半導体材料からなる結晶相の有機半導体層が形成された有機半導
体構造物であって、
　前記基材が撥油性領域と当該撥油性領域で囲まれて疎水基で親油化処理されてなる親油
性領域とを有し、
　前記有機半導体層の前記親油性領域への形成が、前記液晶性有機半導体材料及び溶媒を
含む有機半導体層形成溶液を、前記基板に対して垂直に形成された疎水基を持つ前記親油
性領域に塗布して半円弧状の液滴形状とし、その後その液滴形状状態で前記有機半導体層
形成溶液中の溶媒を蒸発させて行われることにより、
　前記有機半導体層を形成する前記液晶性有機半導体材料は、その液晶分子が前記基板に
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対して垂直に形成された前記疎水基に沿って、前記基材上に垂直に立って結晶化されてい
ることを特徴とする有機半導体構造物。
【請求項３】
　前記基材の前記有機半導体層が形成された面が配向処理されていることを特徴とする請
求項２に記載の有機半導体構造物。
【請求項４】
　少なくとも基板、ゲート電極、ゲート絶縁層、前記基板上に形成される液晶性有機半導
体材料からなる結晶相の有機半導体層、ドレイン電極及びソース電極で構成される有機半
導体装置であって、
　前記基板が撥油性領域及び当該撥油性領域で囲まれて疎水基で親油化処理されてなる親
油性領域を有し、
　前記有機半導体層の前記親油性領域への形成が、前記液晶性有機半導体材料及び溶媒を
含む有機半導体層形成溶液を、前記基板に対して垂直に形成された疎水基を持つ前記親油
性領域に塗布して半円弧状の液滴形状とし、その後その液滴形状状態で前記有機半導体層
形成溶液中の溶媒を蒸発させて行われることにより、
　前記有機半導体層を形成する前記液晶性有機半導体材料は、その液晶分子が前記基板に
対して垂直に形成された前記疎水基に沿って、前記基材上に垂直に立って結晶化されてい
ることを特徴とする有機半導体装置。
【請求項５】
　少なくとも基板、ゲート電極、ゲート絶縁層、前記ゲート絶縁層に形成される液晶性有
機半導体材料からなる結晶相の有機半導体層、ドレイン電極及びソース電極で構成される
有機半導体装置であって、
　前記ゲート絶縁層が撥油性領域及び当該撥油性領域で囲まれて疎水基で親油化処理され
てなる親油性領域を有し、
　前記有機半導体層の前記親油性領域への形成が、前記液晶性有機半導体材料及び溶媒を
含む有機半導体層形成溶液を、前記基板に対して垂直に形成された疎水基を持つ前記親油
性領域に塗布して半円弧状の液滴形状とし、その後その液滴形状状態で前記有機半導体層
形成溶液中の溶媒を蒸発させて行われることにより、
　前記有機半導体層を形成する前記液晶性有機半導体材料は、その液晶分子が前記基板に
対して垂直に形成された前記疎水基に沿って、前記基材上に垂直に立って結晶化されてい
ることを特徴とする有機半導体装置。
【請求項６】
　前記液晶性有機半導体材料中の液晶性分子が、前記ゲート絶縁層上に形成された前記ド
レイン電極と前記ソース電極との膜厚方向に並行に配向していることを特徴とする請求項
４又は５に記載の有機半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶性の有機半導体材料を用いて有機半導体層を形成してなる有機半導体構
造物の製造方法、その製造方法により製造された有機半導体構造物及び有機半導体装置に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　有機半導体装置の代表的なものとして、有機半導体を活性層（以下、有機半導体層とい
う。）に利用した有機電界効果トランジスタ（有機ＦＥＴともいう。）が挙げられる。有
機ＦＥＴは、薄膜大面積デバイスの実現のために、十分大きな面積において均一な電荷輸
送特性と高い移動度を有することが求められている。
【０００３】
　この有機ＦＥＴにおいて、有機半導体層は、ペンタセンに代表される分子性結晶を真空
製膜して形成されている。真空製膜による有機半導体層の形成方法では、製膜条件の最適
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化により、１ｃｍ２ ／Ｖ・ｓを超える高い電荷移動度の有機半導体層が得られると報告
されている（非特許文献１を参照）。
【非特許文献１】Y.-Y.Lin, D.J.Gundlach, S.Nelson, andT.N.Jackson,“Stacked Penta
cene Layer Organic Thin-Film Transistors with Improved Characteristics” ,IEEE E
lectron Device Lett, 18, 606 (1997).
【非特許文献２】D.Adam, F.Closss, T.Frey, D. Funhoff, D.Haarer, H.Ringsdorf, P.S
chunaher, and K. Siemensmyer, Phys. Rev. Lett., 70, 457 (1993)
【非特許文献３】M.Funahashi and J.Hanna, Jpn. J. Appl. Phys., 35, L703-L705(1996
)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した真空製膜により形成された有機半導体層は、一般に、微結晶が
集合した多結晶状態となって多くの粒界が存在し易い上、欠陥が生じ易く、そうした粒界
や欠陥が電荷の輸送を阻害する。そのため、有機半導体層を真空製膜により形成する場合
においては、有機半導体装置の構成素子である有機半導体層を、十分広い面積にわたって
均一な性能で連続的に作ることは事実上困難であった。
【０００５】
　一方、高い電荷移動度を示す材料として、ディスコティック液晶が知られている（非特
許文献２を参照）。しかしながら、このディスコティック液晶は、カラム状の分子配向に
沿った一次元の電荷輸送機構に基づいて電荷の輸送が行われるので、厳密な分子配向の制
御が要求され、工業的な利用が難しいという問題があった。このディスコティック液晶を
有機半導体層の構成材料に使った薄膜トランジスタの成功例は、未だ報告されていない。
【０００６】
　また、フェニルベンゾチアゾール誘導体等の棒状（ロッド状）の液晶性材料も、液晶状
態で高い電荷移動度を示すことは既に報告されている（非特許文献２を参照）。しかしな
がら、棒状の液晶性材料を有機半導体層に利用した薄膜トランジスタの成功例は未だ報告
されていない。なお、棒状の液晶性材料は、いくつかの液晶状態を有しているが、この液
晶性材料の構造規則性が高くなるにつれて電荷の移動度は上昇する傾向にある。しかし、
この液晶性材料がより構造規則性の高い結晶状態に転移すると、電荷の移動度が逆に低下
ないし観測されず、当然、薄膜トランジスタの性能を発現することはなかった。
【０００７】
　また、分子分散系の高分子材料を有機半導体材料として使用する場合においては、この
有機半導体材料を塗布することにより大面積にわたって均一な電荷輸送特性を有する有機
半導体層を形成することができる。しかしながら、形成された有機半導体層は、電荷の移
動度が１０－５～１０－６ｃｍ２ ／Ｖ・ｓと低く、しかも温度依存性や電場依存性があ
るという問題がある。
【０００８】
　本発明は、上記の問題を解決したものであって、従来困難とされていた比較的大きな面
積で均一で高い電荷輸送特性を持つ有機半導体構造物の製造方法、その製造方法により製
造された有機半導体構造物及び有機半導体装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決する本発明の有機半導体構造物の製造方法は、基材上に液晶性有機半導
体材料からなる有機半導体層を有する有機半導体構造物の製造方法であって、前記基材に
撥油性領域及び当該撥油性領域で囲まれた親油性領域を形成する工程と、前記液晶性有機
半導体材料及び溶媒を含む有機半導体層形成溶液を前記親油性領域に塗布する工程と、前
記親油性領域に塗布された前記有機半導体層形成溶液中の前記溶媒を蒸発させて前記液晶
性有機半導体材料を結晶化させる工程と、を有することを特徴とする。
【００１０】
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　この発明によれば、液晶性有機半導体材料と溶媒を含む有機半導体層形成溶液を、撥油
性領域で囲まれた親油性領域に塗布するので、塗布された溶液は、撥油性領域に流れ出し
難く、その形状は液滴形状（半円弧状）となる。このような状態で塗布された溶液中の溶
媒を蒸発させると、溶液濃度の高い部分である液滴表面から溶媒が蒸発して結晶化が開始
するため、溶液と外部気相との接触面積が小さくなり、溶媒の蒸発速度と結晶化速度を非
常に遅くすることができる。その結果、構造欠陥の少ない大きな結晶が得られ、大きな面
積において均一化した電荷輸送特性を示す有機半導体層を形成することができる。また、
この発明によれば、塗布された有機半導体層形成溶液は、撥油性領域には流れ出さずに親
油性領域に形成されるので、あらかじめ設計された親油性領域パターンどおりの形状に有
機半導体層を形成することができる。
【００１１】
　上記課題を解決するための本発明の有機半導体構造物は、基材上に、液晶性有機半導体
材料からなる結晶相の有機半導体層が形成された有機半導体構造物であって、前記基材が
撥油性領域と当該撥油性領域で囲まれた親油性領域とを有し、前記有機半導体層が前記親
油性領域に形成されていることを特徴とする。
【００１２】
　この発明によれば、基材の親油性領域に例えば溶液キャスト法（本願明細書では、基材
に液晶性有機半導体材料の溶液を塗布し、その溶液に含まれる溶媒を蒸発させることによ
って製膜する方法をいう。）によって有機半導体層を製膜することができるので、構造欠
陥の少ない大きな結晶を得易くなる。したがって、本発明の有機半導体構造物は、大きな
面積において均一化した電荷輸送特性を有する有機半導体層を備えることができるので、
薄膜大面積デバイスの実現に大きく寄与することができる。
【００１３】
　上述した本発明の有機半導体構造物においては、前記基材の前記有機半導体層が形成さ
れた面が配向処理されていることが好ましい。
【００１４】
　この発明によれば、前記有機半導体層が、配向処理された基材上に形成されているので
、液晶性分子を特定の向き又は方向に配向させることができる。
【００１５】
　上記課題を解決するための本発明の第１の形態に係る有機半導体装置は、少なくとも基
板、ゲート電極、ゲート絶縁層、前記基板上に形成される液晶性有機半導体材料からなる
結晶相の有機半導体層、ドレイン電極及びソース電極で構成される有機半導体装置であっ
て、前記基板が撥油性領域及び当該撥油性領域で囲まれた親油性領域を有し、前記有機半
導体層が前記親油性領域に形成されていることを特徴とする。
【００１６】
　上記課題を解決するための本発明の第２の形態に係る有機半導体装置は、少なくとも基
板、ゲート電極、ゲート絶縁層、前記ゲート絶縁層に形成される液晶性有機半導体材料か
らなる結晶相の有機半導体層、ドレイン電極及びソース電極で構成される有機半導体装置
であって、前記ゲート絶縁層が撥油性領域及び当該撥油性領域で囲まれた親油性領域とを
有し、前記有機半導体層が前記親油性領域に形成されていることを特徴とする。
【００１７】
　これらの発明によれば、有機半導体層は、例えば溶液キャスト法により基板又はゲート
絶縁層の親油性領域に形成することができるので、構造欠陥の少ない大きな結晶を得易く
なる。したがって、本発明の第１及び第２の形態に係る有機半導体装置は、ドレイン電極
及びソース電極間で均一化した電荷輸送特性を有する有機半導体層を備えることができる
ので、薄膜大面積デバイスの実現に大きく寄与することができる。
【００１８】
　上述した本発明の有機半導体装置においては、前記液晶性有機半導体材料中の液晶性分
子が、前記ゲート絶縁層上に形成された前記ドレイン電極と前記ソース電極との膜厚方向
に並行に配向していることが好ましい。
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【００１９】
　上述した本発明の半導体装置においては、前記液晶性有機半導体材料中の液晶性分子が
、前記ゲート絶縁層上に形成された前記ドレイン電極と前記ソース電極との膜厚方向に直
交し、かつ、当該ドレイン電極と当該ソース電極との間に横列するように配向しているこ
とが好ましい。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の有機半導体構造物の製造方法によれば、構造欠陥の少ない大きな結晶からなる
有機半導体層を形成することができるので、有機半導体層の電荷輸送特性を大きな面積に
おいて均一化させることができる。また、有機半導体層を、電子回路や有機半導体装置に
応じてあらかじめ設計された親油性領域パターンに従った形状に形成することができる。
加えて、有機半導体材料の溶液の塗布により有機半導体層を形成することが可能になるの
で、大きな面積において電荷輸送特性が均一化された有機半導体層を形成することが容易
になる。
【００２１】
　本発明の有機半導体構造物及び有機半導体装置によれば、大きな面積において電荷輸送
特性が均一化された有機半導体層を得易くなるので、薄膜大面積デバイスの実現に大きく
寄与できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明を図面に基いて説明する。なお、これにより本発明が限定されるものでは
ない。
【００２３】
１． 有機半導体装置
　本発明の有機半導体装置１０は、図１及び図２に示すように、少なくとも基板１１、ゲ
ート電極１２、ゲート絶縁層１３、液晶性有機半導体材料（以下、有機半導体材料という
場合もある。）からなる結晶相の有機半導体層１４、ドレイン電極１５及びソース電極１
６で構成される。
【００２４】
　構成の一例としては、基板１１上に、ゲート電極１２、ゲート絶縁層１３、液晶性有機
半導体材料からなる結晶相の有機半導体層１４、ドレイン電極１５とソース電極１６、保
護膜（図示しない。）の順に構成される逆スタガー構造、又は、基板１１上に、ゲート電
極１２、ゲート絶縁層１３、ドレイン電極１５とソース電極１６、液晶性有機半導体材料
からなる結晶状態の有機半導体層１４、保護膜（図示しない。）の順に構成されるコプラ
ナー構造、を挙げることができる。こうした構成からなる有機半導体装置１０は、ゲート
電極１２に印加される電圧の極性に応じて、蓄積状態又は空乏状態の何れかで動作する。
【００２５】
　（基板）
　基板１１は、絶縁性の材料であれば広い範囲の材料から選択することができる。例えば
、ガラス、アルミナ焼結体等の無機材料、ポリイミド膜、ポリエステル膜、ポリエチレン
膜、ポリフェニレンスルフィド膜、ポリパラキシレン膜等の各種の絶縁性材料を挙げるこ
とができる。特に、高分子化合物からなる膜を用いると、軽量でフレシキブルな有機半導
体装置を作製することができるので、極めて有用である。なお、本発明で適用される基板
１１の厚さは、２５μｍ～１．５ｍｍ程度である。
【００２６】
　（ゲート電極）
　ゲート電極１２は、ポリアニリン、ポリチオフェン等の有機材料からなる電極又は導電
性インキを塗布して形成した電極であることが好ましい。これらの電極は、有機材料や導
電性インキを塗布して形成できるので、電極形成プロセスが極めて簡便となるという利点
がある。塗布法の具体的な手法としては、スピンコート法、キャスト法、引き上げ法等が
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挙げられる。
【００２７】
　なお、既存のフォトリソグラフ法を用いて電極を形成してもよい。この場合には、金、
白金、クロム、パラジウム、アルミニウム、インジウム、モリブデン、ニッケル等の金属
、これら金属を用いた合金、ポリシリコン、アモリファスシリコン、錫酸化物、酸化イン
ジウム、インジウム・錫酸化物（ＩＴＯ）等の無機材料を、電極形成用の材料として挙げ
ることができる。また、これらの材料を２種以上併用してもよい。
【００２８】
　ゲート電極の膜厚は、その材質の導電率によるが、５０～１０００ｎｍ程度であること
が好ましい。ゲート電極の厚さの下限は、電極材料の導電率及び下地基板との密着強度に
よって異なる。ゲート電極の厚さの上限は、後述のゲート絶縁層及びソース・ドレイン電
極対を設けた際に、下地基板とゲート電極の段差部分におけるゲート絶縁層による絶縁被
覆が十分で、かつその上に形成する電極パターンに断線を生ぜしめないことが必要である
。特に、可とう性がある基板を使用した場合には、応力のバランスを考慮する必要がある
。
【００２９】
　（ゲート絶縁層）
　ゲート絶縁層１３は、上記のゲート電極１２と同じように、有機材料を塗布して形成し
たものであることが好ましく、使用される有機材料としては、ポリクロロピレン、ポリエ
チレンテレフタレート、ポリオキシメチレン、ポリビニルクロライド、ポリフッ化ビニリ
デン、シアノエチルプルラン、ポリメチルメタクリレート、ポリサルフォン、ポリカーボ
ネート、ポリイミド、ポリビニルアルコール等を挙げることができる。塗布法の具体的な
手法としては、スピンコート法、キャスト法、引き上げ法等が挙げられる。
【００３０】
　なお、ＣＶＤ法等の既存パターンプロセスを用いてもよく、その場合には、ＳｉＯ２ 
、ＳｉＮｘ、Ａｌ２ Ｏ３ 等の無機材料が好ましく使用される。また、これらの材料を２
種以上併用してもよい。
【００３１】
　有機半導体装置の移動度は電界強度に依存するので、ゲート絶縁層の膜厚は、５０～２
００ｎｍ程度であることが好ましい。このときの絶縁耐圧は、２ＭＶ／ｃｍ以上であるこ
とが望ましい。
【００３２】
　（ドレイン電極及びソース電極）
　ドレイン電極１５及びソース電極１６は、仕事関数の大きい金属で形成されることが好
ましい。その理由としては、液晶性有機半導体材料は、電荷を輸送するキャリアがホール
であることから、有機半導体層１４とオーミック接触をとることが必要となるからである
。ここでいう仕事関数とは、固体中の電子を外部に取り出すのに必要な電位差であり、真
空準位とフェルミ準位のエネルギー差を電荷量で割った値として定義される。好ましい仕
事関数としては、４．６～５．２ｅＶ程度であり、具体的には、金、白金、透明導電膜（
インジウム・スズ酸化物、インジウム・亜鉛酸化物等）等が挙げられる。透明導電膜は、
スパッタリング法、電子ビーム（ＥＢ）蒸着法で形成することができる。なお、本発明で
適用されるドレイン電極１５及びソース電極１６の厚さは、５０～１００ｎｍ程度である
。
【００３３】
　（有機半導体層）
　有機半導体層１４は、液晶性有機半導体材料により形成された結晶相からなる層である
。
【００３４】
　本発明に適用される有機半導体材料は、下記化学式１に示す液晶性分子からなる。
【００３５】
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【００３６】
　ここで、式中Ａは、Ｌ個の６π電子系環、Ｍ個の８π電子系環、Ｎ個の１０π電子系環
、Ｏ個の１２π電子系環、Ｐ個の１４π電子系環、Ｑ個の１６π電子系環、Ｒ個の１８π
電子系環、Ｓ個の２０π電子系環、Ｔ個の２２π電子系環、Ｕ個の２４π電子系環、Ｖ個
の２６π電子系環（但し、Ｌ，Ｍ，Ｎ，Ｏ，Ｐ，Ｑ，Ｒ，Ｓ，Ｔ，Ｕ及びＶは、それぞれ
０～１２の整数を表し、Ｌ＋Ｍ＋Ｎ＋Ｏ＋Ｐ＋Ｑ＋Ｒ＋Ｓ＋Ｔ＋Ｕ＋Ｖ＝１～１２とする
。）を含む骨格構造を有するコア部位を表す。また、式中Ｂ及びＢ’は、屈曲性の高い鎖
状構造、又は、水素若しくはハロゲン等の官能基を表す。
【００３７】
　上記化学式１に示す液晶性分子のＡにおいて、６π電子系環としては、例えば、ベンゼ
ン環、フラン環、チオフェン環、ピロール環、２Ｈ－ピラン環、４Ｈ－チオピラン環、ピ
リジン環、オキサゾール環、イソオキサゾール環、チアゾール環、イソチアゾール環、フ
ラザン環、イミダゾール環、ピラゾール環、ピラジン環、ピリミジン環、ピリタジン環、
トロボロン環を挙げることができ、８π電子系環としては、例えば、ペンタレン環、イン
デン環、インドリジン環、４Ｈ－キノリジン環を挙げることができ、１０π電子系環とし
ては、例えば、ナフタレン環、アズレン環、ベンゾフラン環、イソベンゾフラン環、１－
ベンゾチオフェン環、２－ベンゾチオフェン環、インドール環、イソインドール環、２Ｈ
－クロメン環、１Ｈ－２－ベンゾビラン環、キノリン環、イソキノリン環、１，８－ナフ
チリジン環、ベンゾイミダゾール環、１Ｈ－インダゾール環、ベンゾオキサゾール環、ベ
ンゾチアゾール環、キノキサリン環、キナゾリン環、シンノリン環、プテリジン環、プリ
ン環、フタラジン環を挙げることができ、１２π電子系環としては、例えば、ヘプタレン
環、ビフェニレン環、ａｓ―インダセン環、ｓ－インダセン環、アナナフチレン環、フル
オレン環、フェナレン環を挙げることができ、１４π電子系環としては、例えば、フェナ
ントレン環、アントラセン環、カルバゾール環、キサンテン環、アクリジン環、フェナン
トリジン環、ぺリミジン環、１，１０－フェナントロリン環、フェナジン環、フェナルサ
ジン環、テトラチアフルバレン環を挙げることができ、１６π電子系環としては、例えば
、フルオランテン環、アセフェナントリレン環、アセアントリレン環、ピレン環、チアン
トレン環、フェノキサチイン環、フェノキサジン環、フェノチアジン環を挙げることがで
き、１８π電子系環としては、例えば、トリフェニレン環、クリセン環、ナフタセン環、
プレイアデン環を挙げることができ、２０π電子系環としては、例えば、ペリレン環を挙
げることができ、２２π電子系環としては、例えば、ビセン環、ペンタフェン環、ペンタ
セン環、を挙げることができ、２４π電子系環としては、例えば、テトラフェニレン環、
コロネン環、を挙げることができ、２６π電子系環としては、例えば、ヘキサフェン環、
ヘキサセン環、ルビセン環等を挙げることができる。
【００３８】
　本発明に適用される液晶性有機半導体材料には、上記化学式１に示した液晶性分子のう
ち、熱分解温度以下の温度において、少なくとも一種類の液晶状態を持つものが用いられ
る。「熱分解温度以下の温度において」とは、その材料がそれ自身分解されない状態を意
味するものである。熱分解温度は、適用される材料により異なる。また、「少なくとも一
種類の液晶状態を持つもの」とは、最低一種類の液晶状態を持つものが使用されるという
意味である。例えば、後述するスメクティック液晶相（以下、Ｓｍともいう）においては
、ＳｍＡ相、ＳｍＢ相、ＳｍＣ相等の複数種類の液晶状態を有し、そのうちの少なくとも
一種類の液晶状態を持つことである。そのような液晶性分子としては、上記化学式１中の
Ａが下記化学式２～３６に示すような骨格構造を有する液晶性分子が挙げられる。
【００３９】
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【化２】

【００４０】

【化３】

【００４１】
【化４】

【００４２】
【化５】

【００４３】
【化６】

【００４４】
【化７】

【００４５】
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【化８】

【００４６】
【化９】

【００４７】
【化１０】

【００４８】
【化１１】

【００４９】
【化１２】

【００５０】
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【化１３】

【００５１】
【化１４】

【００５２】
【化１５】

【００５３】
【化１６】

【００５４】
【化１７】

【００５５】
【化１８】

【００５６】
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【化１９】

【００５７】
【化２０】

【００５８】
【化２１】

【００５９】
【化２２】

【００６０】
【化２３】

【００６１】
【化２４】

【００６２】
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【化２５】

【００６３】

【化２６】

【００６４】
【化２７】

【００６５】
【化２８】

【００６６】
【化２９】

【００６７】
【化３０】

【００６８】
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【化３１】

【００６９】
【化３２】

【００７０】
【化３３】

【００７１】
【化３４】

【００７２】
【化３５】

【００７３】
【化３６】

【００７４】
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　ここで、上記化学式２～３６中のＲ１は下記化学式３７に示すような２価の構造を示し
、別の骨格と連結する連結基を示す。これらの液晶性分子にＲ１が複数個ある場合には、
それぞれが同一でもよいし、異なっていてもよい。また、これらの液晶性分子にＲ１はな
くてもよい。上記化学式２～３６中のＲ２は下記化学式３８に示すような官能基を示す。
これらの液晶性分子にＲ２が複数個ある場合には、それぞれが同一でもよいし、異なって
いてもよい。また、上記化学式２～３６中のＸはＣＨ又はＮを示し、上記化学式２～３６
中のＹはＳ又はＯを示す。
【００７５】
　上記化学式１のＢ及びＢ’は、屈曲性の高い鎖状構造、又は、水素若しくはハロゲン等
の官能基である。屈曲性の高い鎖状構造は、基本的には直鎖状アルキル鎖又は分岐鎖状ア
ルキル鎖であるが、このようなアルキル鎖には下記化学式３７に示す３９個の２価の構造
の群から選択される構造が含まれていてもよい。また、屈曲性の高い鎖状構造は、下記化
学式３７に示す３９個の２価の構造の群から選択された構造のみで構成されてもよく、こ
の場合にはこの群から選択された１つの構造で構成されてもよいし、この群から選択され
た複数の構造が直鎖状又は分岐状に連結して構成されていてもよい。また、これらの屈曲
性の高い鎖状構造は、置換基として下記化学式３８に例示した２１個の官能基の群から選
択された官能基を有していてもよい。なお、上記化学式１中のＢ及びＢ’は、屈曲性の高
い鎖状構造をとらない場合に、下記化学式３８に例示した２１個の官能基のいずれかとな
る。
【００７６】
【化３７】

【００７７】
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【化３８】

【００７８】
　但し、上記化学式３８中のＲは、炭素数１～４０の直鎖アルキル基又は分岐アルキル基
を表す。
【００７９】
　本発明に適用される有機半導体材料は、上述した液晶性分子からなる有機半導体材料の
うち、この有機半導体材料と有機溶媒を含む有機半導体層形成溶液を、親油性領域パター
ン及び撥油性領域パターンが形成された基材に塗布して溶媒を蒸発させることにより結晶
相とした場合に、大きな面積において構造欠陥の少ない結晶となるものが該当する。なお
、本願明細書において「基材」とは、有機半導体層が形成される被形成部材をいい、具体
的には、有機半導体装置を構成する基板１１やゲート絶縁層１３等である。
【００８０】
　本発明に適用される有機半導体材料の一例としては、例えば下記の化学式で示す化合物
３９，４０を挙げることができる。
【００８１】

【化３９】

【００８２】
【化４０】

【００８３】
　上述した有機溶媒は、有機半導体材料の溶解度が、構造欠陥の少ない大きな結晶の成長
が可能な程度に大きいものが好ましい。この有機溶媒は、使用する有機半導体材料の溶解
度との関係から選択され、例えば、有機半導体材料に上記化学式３９又は上記化学式４０
の化合物を使用するときは、キシレン、トルエン、ヘキサン、ブタノール、アセトン、ク
ロロホルム等の有機溶媒を選択することができる。
【００８４】
　有機半導体材料と有機溶媒を含む有機半導体層形成溶液の濃度は、構造欠陥の少ない大
きな結晶の成長が可能な程度の濃度であることが好ましく、使用する有機半導体材料や有
機溶媒に応じて最適な濃度が選択される。
【００８５】
　本発明の有機半導体装置１０において、有機半導体層は、親油性領域及び撥油性領域を
有する基材（例えばゲート絶縁層１３の表面等。）の親油性領域に形成されている。また
、有機半導体層１４が形成されている親油性領域は、少なくとも撥油性領域に囲まれてい



(16) JP 4736340 B2 2011.7.27

10

20

30

40

50

る状態となっている。本願の明細書においては、「親油性領域及び撥油性領域を有する」
とは、有機溶媒の濡れ性が互いに異なる領域を有することをいい、本発明の有機半導体装
置１０においては、親油性領域と撥油性領域が区別される程度に、有機溶媒の濡れ性に差
があることが好ましい。親油性領域と撥油性領域が区別される程度に有機溶媒の濡れ性に
差があれば、基材の親油性領域（濡れ性が大きい領域）に有機半導体層形成溶液を塗布し
たときに、その親油性領域を囲む撥油性領域（濡れ性が小さい領域）にその塗布溶液が流
れ出し難くなり（後述の図３を参照。）、あらかじめ設計した親油性領域パターンどおり
に有機半導体層１４を形成させることができる。なお、この親油性領域パターンは、電子
回路や半導体構造物に応じて設計される。
【００８６】
　基材への親油性領域及び撥油性領域の形成は、まず基材（例えば、ゲート絶縁層１３等
。）の全面をあらかじめアルカリ処理により撥油化し、シランカップリング剤等を塗布す
ることによりアルキル鎖を化学吸着させて親油化処理する。その後、マスクパターン（親
油化処理パターン）が形成されたマスクでマスクし、ポリスチレン等を含む溶剤を塗布す
ることにより上記アルキル鎖を保護し、上記マスクをはずし、その後アルカリ処理するこ
とにより、撥油化したい領域のアルキル鎖を除去して撥油性領域とする。最後に、上記ポ
リスチレン等を溶かしてマスクしていない領域を親油性領域とすることにより、親油性領
域及び撥油性領域を形成することができる。
【００８７】
　また、基材への親油性領域及び撥油性領域の形成は、表面処理を施すことによって有機
溶媒の濡れ性が相対的に高い領域と相対的に低い領域を形成することが可能な樹脂を基材
（例えば、ゲート絶縁層等。）上にスピンコート等の塗布手段や各種の印刷手段で塗布し
、その後、その樹脂に所定の表面処理を施すことによっても行うことができる。この場合
、有機溶媒の濡れ性が相対的に高い領域が親油性領域となり、有機溶媒の濡れ性が相対的
に低い領域が撥油性領域となる。
【００８８】
　表面処理によって親油性領域と撥油性領域を形成することが可能な樹脂としては、例え
ば垂直配向膜形成用のポリイミド樹脂や、フッ素系シリコーン樹脂等の撥油性樹脂等を挙
げることができる。
【００８９】
　例えば、上記のポリイミド樹脂を用いた場合の表面処理方法としては、（ｉ）ポリイミ
ド樹脂を塗布した基材を、マスクパターン（撥油化処理パターン）が形成され光触媒層を
有するマスクで露光することにより、露光された部分のみを親水化してここを撥油性領域
とする方法、（ｉｉ）光触媒を含有するポリイミド樹脂を塗布した基材を、マスクパター
ン（撥油化処理パターン）が形成されたマスクで露光することにより、露光された部分の
みを親水化してここを撥油性領域とする方法等を挙げることができる。フッ素系シリコー
ン樹脂等の撥油性樹脂を用いた場合においても、上記（ｉ）又は（ｉｉ）の方法により表
面処理を施すことができる。この場合、露光により親水化された領域が親油性領域となり
、非露光領域が撥油性領域となる。いずれにしても、上記（ｉ）又は（ｉｉ）の方法で使
用される光触媒としては、酸化チタンや酸化亜鉛等の微粒子を用いることができる。
【００９０】
　有機半導体層１４は、上記の有機半導体層形成溶液を、親油性領域と撥油性領域を有す
る基材の親油性領域に塗布し、有機半導体層形成溶液中の溶媒を蒸発させることによって
、液晶性有機半導体材料が結晶化されたものである。この有機半導体層１４は、構造欠陥
の少ない大きな結晶からなり、あらかじめ設計された親油性領域パターンに従って形成さ
れている。この結晶の面積は、２０ｍｍ２以上であり、例えばおよそ８０ｍｍ２程度であ
る。また、バルク中の構造欠陥密度及び基材との界面での構造欠陥密度は１０１３ｃｍ－

３以下であり、例えばおよそ２×１０１２ｃｍ－３程度である。なお、有機半導体層１４
が形成される雰囲気の温度や圧力等は、使用する有機半導体材料や溶媒等に応じて、構造
欠陥の少ない大きな結晶が成長するように制御される。このような温度や圧力は、蒸発速
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度すなわち結晶成長速度を決定する因子となる。
【００９１】
　次に、構造欠陥の少ない大きな結晶からなる有機半導体層１４が形成されるメカニズム
について考察する。
【００９２】
　図３は、親油性領域パターン及び撥油性領域パターンが形成された基材の親油性領域に
塗布された有機半導体層形成溶液の形状の一例を示す模式図であり、図４は、撥油性領域
が形成されていない基材の親油性領域に塗布された有機半導体層形成溶液の形状の一例を
示す模式図である。
【００９３】
　図３に示すように、基材１における撥油性領域Ｗに囲まれた親油性領域Ｏに塗布された
有機半導体層形成溶液２は、液滴形状（半円弧状）となっている。このような状態でその
溶媒を蒸発させると、溶液濃度の高い部分である液滴形状の上部（図３のＡ）から蒸発が
始まって、結晶化が開始する。このとき、外部雰囲気の条件設定によって比較的少数の結
晶核が液滴上部に生成し、これを核として溶液表面を覆うように結晶化が進む。そのため
、溶液と外部気相との接触面積が小さくなり、その蒸発速度は非常に遅くなる。このよう
にして、溶媒の蒸発速度が遅くなることにより、有機半導体材料の結晶化速度が遅くなる
。その結果、大面積において構造欠陥の少ない結晶からなる有機半導体層１４が形成され
る。なお、このような疎水領域を有しない基材１’に有機半導体層形成溶液を塗布した場
合には、図４に示すように、その有機半導体層形成溶液２’は流動し易いので平らでぬれ
の良い形状となり、溶媒の蒸発及び結晶化は有機半導体層形成溶液２’の裾部（図４のＢ
。）から始まるため、このような結晶は得られない。
【００９４】
　有機半導体層１４は、構造欠陥の少ない大きな結晶から形成されているので、キャリア
が構造欠陥に捕捉され難く、大きな面積において均一な電荷輸送特性を示すという効果が
ある。また、この有機半導体層１４は、電荷移動度が１０－３～１０－１ｃｍ２／Ｖ・ｓ
という高い電荷輸送特性を示すという効果もある。例えば、化学式１に示す化合物を有機
半導体材料とし、ｐ－キシレンを有機溶媒に用いた場合の電荷移動度は、１０－３～１０
－２ｃｍ２／Ｖ・ｓ以上となる。
【００９５】
　また、有機半導体層１４は、電子回路や半導体装置に応じてあらかじめ設計された親油
性領域パターンどおりの形状に形成できるという効果がある。この効果は液晶性の有機半
導体材料のみに見られる。図５は、液晶性有機半導体材料（化学式１の化合物）を、基材
の撥油性領域に囲まれた親油性領域に溶液キャスト法により製膜した場合の有機半導体層
の偏光顕微鏡写真であり、図７は、液晶性でない有機半導体材料（アントラセン）を、基
材の撥油性領域に囲まれた親油性領域に溶液キャスト法により製膜した場合の有機半導体
層の偏光顕微鏡写真である。図５に示すように、液晶性有機半導体材料からなる有機半導
体層は、親油性領域全面に形成されているが、図７に示すように、液晶性でない有機半導
体材料からなる有機半導体層は、親油性領域全面ではなく一部に凝集した結晶となり、親
油性領域パターンどおりの形状を有する有機半導体層は得られない。
【００９６】
　本発明の有機導体装置１０においては、上述した有機半導体層１４は、配向手段により
特定の向き又は方向に配向した液晶性有機半導体材料により形成されていることが好まし
い。配向処理されて結晶状態となった有機半導体層１４は、従来知られている有機半導体
層に比べても、クラックの発生等がなく、電荷輸送特性を均一にし、クラックに基づく電
荷輸送速度の低下等の弊害が生じないという優れた効果を有している。
【００９７】
　液晶性分子の配向態様としては、（イ）図１に示すように、ゲート絶縁層１３の上に形
成されたドレイン電極１５とソース電極１６の膜厚方向に並行に配向している態様、又は
、（ロ）図２に示すように、ゲート絶縁層１３の上に形成されたドレイン電極１５とソー
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ス電極１６の膜厚方向に直交し、且つ、当該ドレイン電極１５とソース電極１６の間に横
列するように配向している態様、等を挙げることができる。
【００９８】
　配向手段としては、有機半導体層１４が形成される基材（例えば、ゲート絶縁層１３の
表面等。）に、液晶配向層を形成したり、ラビング処理等の配向処理をしたり、あるいは
、配向処理を施した層と接触させたりする手段を挙げることができる。なお、この基材に
は、この配向処理のほかに上述した親油性領域及び撥油性領域を形成するための処理を行
うが、これら処理はどちらを先に行ってもよい。
【００９９】
　（層間絶縁層）
　有機半導体装置１０には、層間絶縁層を設けることが望ましい。層間絶縁層は、ゲート
絶縁層１３上にドレイン電極１５及びソース電極１６を形成する際に、ゲート電極１２の
表面の汚染を防ぐことを目的として形成される。したがって、層間絶縁層は、ドレイン電
極１５及びソース電極１６を形成する前にゲート絶縁層１３の上に形成される。そして、
ソース電極１５及びドレイン電極１６が形成された後においては、チャネル領域上方に位
置する部分を完全に除去又は一部を除去するように加工される。除去される層間絶縁層領
域は、ゲート電極１２のサイズと同等であることが望ましい。
【０１００】
　層間絶縁層を構成する材料としては、ケイ素酸化物、ケイ素窒化物、酸化アルミニウム
等の無機材料や、ポリクロロピレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリオキシメチレン
、ポリビニルクロライド、ポリフッ化ビニリデン、シアノエチルプルラン、ポリメチルメ
タクリレート、ポリスルホン、ポリカーボネート、ポリイミド等の有機材料が挙げられる
。
【０１０１】
　（有機半導体装置）
　本発明の有機半導体装置においては、構成１：基板／ゲート電極／ゲート絶縁層（液晶
配向層を兼ねる。）／ソース・ドレイン電極／液晶性有機半導体層（／保護層）、構成２
：基板／ゲート電極／ゲート絶縁層／ソース・ドレイン電極／液晶配向層／液晶性有機半
導体層（／保護層）、構成３：基板／ゲート電極／ゲート絶縁層（液晶配向層を兼ねる。
）／液晶性有機半導体層／ソース・ドレイン電極（パタニング）／保護層、構成４：基板
／ソース・ドレイン電極／液晶性有機半導体層／ゲート絶縁層／ゲート電極／保護層兼基
板、とすることもできる。
【０１０２】
　本発明の有機半導体装置では、構造欠陥の少ない大きな結晶から形成されている有機半
導体層を形成し易いので、大きな面積において電荷輸送特性が均一で電荷移動度が高いと
いう優れた効果を発揮する有機半導体装置を易くなる。
【実施例】
【０１０３】
　以下、本発明を実施例と比較例に基づいてさらに詳しく説明する。なお、本発明は下記
の実施例に限定されるものではない。
【０１０４】
　（実施例１）
　有機半導体材料として、上記化学式３９の化合物であるフェニルナフタレン誘導体（２
－（４’－Ｐｅｎｔｙｌｐｈｅｎｙｌ）－６－ｍｅｔｙｌｏｘｙｎａｐｈｔｈａｌｅｎｅ
。以下、５－ＰＮＰ－Ｏ１と略することがある。）を用いて、有機半導体装置を作製した
。また、有機半導体材料としてこの材料を用いて、有機半導体層を作製し、各特性評価を
行った。
【０１０５】
（有機半導体装置の作製）
　有機半導体材料として、上記の５－ＰＮＰ－Ｏ１を用い、基板／ゲート電極／親油性領
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域パターン及び撥油性領域パターンが形成されたゲート絶縁層（液晶配向層を兼ねる。）
／ソース・ドレイン電極／有機半導体層（／保護層）からなる実施例１の有機半導体装置
を作製した。
【０１０６】
　＜基板＞中性洗剤、純水、アセトン、ＩＰＡを順に用いて超音波洗浄したガラス基板（
厚さ１．１ｍｍ、コーニング１７３７）を用いた。
【０１０７】
　＜ゲート電極＞ゲート電極は、上記の基板上に、Ａｕ（厚さ３００ｎｍ）の短冊状パタ
ーン（電極幅１００μｍ、電極間５ｍｍ）をメタルマスクを介して抵抗加熱蒸着して形成
した。なお、同様の電極パターンとしては、ＩＴＯ電極をウェットプロセスにてパタニン
グしても形成できる。
【０１０８】
　＜ゲート絶縁層＞
　（１）配向処理：
　まず、ゲート絶縁層を形成し、これに配向処理を行った。
【０１０９】
　（ａ）有機半導体材料の構成分子を基板面に並行に配向させた場合（図２を参照。）；
ゲート絶縁層として、感光性ポリイミド（東レ：ＵＲ－３１４０を１０ｇとり、それをｎ
－メチルピロリドン２５ｇで希釈したもの。）をスピン塗布し、１００℃にて乾燥後露光
現像することによりゲート電極端子を露出させた。その後、最高温度３５０℃で焼成した
後、膜厚３００ｎｍのゲート絶縁層を形成した。
【０１１０】
　こうして形成したポリイミド膜の表面をラビング（４８ｍｍのローラーに巻き付けたポ
リエステルをラビング布に用い、１２００ｒｐｍ、基板移動速度６００ｍｍ／ｍｉｎ）に
て配向処理した。ラビング方向は、チャネル長方向（電荷輸送方向）に対して並行となる
方向、直交する方向にてそれぞれ行った。
【０１１１】
　（ｂ）液晶性有機半導体材料の構成分子を基板面に垂直(すなわち基板面と直角方向)に
配向させた場合（図１を参照。）；
【０１１２】
　ＲＦスパッタ法にて上記ゲート電極を配した基板上に、ＳｉＯ２ 膜１００ｎｍを形成
（出力１００Ｗ×３０分）した。この基板上で、本実施例で用いた液晶性有機半導体材料
は垂直配向するので、ＴＦＴを構成した際の電荷は分子長軸に垂直な方向に輸送されるも
のが支配的となる。
【０１１３】
　（２）親油性領域パターン及び撥油性領域パターンの形成処理：
　次に、配向処理したゲート絶縁層に、以下に示す親油性領域パターン及び撥油性領域パ
ターンの形成処理をした。
【０１１４】
　配向処理したゲート絶縁層の全面に、炭酸ナトリウム溶液による超音波洗浄を２０分間
行って、ゲート絶縁層面全体を親水化した。次に、シランカップリング剤を塗布してから
、１２０℃で２時間加熱することにより、ゲート絶縁層面全体にアルキル鎖を化学吸着さ
せて疎水化した。その後、このゲート絶縁層面を、４ｍｍ×１００μｍの長方形のマスク
パターンが形成されたマスクで、後に形成するソース・ドレイン電極間にチャネルが形成
される配置となるようにマスクし、その上からポリスチレン（５ｗｔ％トルエン溶液）を
スピンコート法により塗布して上記アルキル鎖を保護した後、上記マスクをはずし、５ｗ
ｔ％水酸化ナトリウム水溶液に６０分間浸すことにより、マスクされていた領域のアルキ
ル鎖を除去して撥油性領域とした。最後に上記ポリスチレンをジクロロメチルで溶かして
マスクされていなかった領域を親油性領域とした。
【０１１５】
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　＜ソース・ドレイン電極＞
　ソース・ドレイン電極パッド（チャネル長５０μｍ、チャネル幅４ｍｍ）として、Ｐｔ
を抵抗加熱蒸着にてメタルマスクを用いて形成した（電極厚さ２０ｎｍ）。なお、ソース
・ドレイン電極パッドからの引き出し電極線として、Ａｌを用いた。
【０１１６】
　＜液晶性有機半導体層＞
　液晶性有機半導体材料として、５－ＰＮＰ－Ｏ１を使用し、溶媒をｐ－キシレンとして
１ｗｔ％の有機半導体層形成溶液を調製した。この有機半導体層形成溶液を、大気圧下雰
囲気温度１５℃にて、ゲート絶縁層上の親油性領域に滴下し、溶媒を約５時間かけて蒸発
させることにより結晶を形成させて、厚さ４００ｎｍの有機半導体層を得た。
【０１１７】
　（電荷移動度の評価）
　有機半導体層の電荷輸送特性を評価するために、実施例１の有機半導体装置の電界効果
移動度（層面に平行方向）の測定を行った。
【０１１８】
　電荷輸送特性の評価を行うための実施例１の有機半導体装置は、液晶性有機半導体材料
の構成分子を基板面に垂直に配向させた上記の有機半導体装置である（図１を参照。）。
【０１１９】
　この有機半導体装置について、ソース－ドレイン間電圧Ｖｄｓ：０～－３０Ｖ、ゲート
電圧Ｖｇ：０～－３０Ｖの範囲で電圧を印加し、ソース－ドレイン間の電流Ｉｄｓがゲー
ト電圧Ｖｇの印加によって変化する挙動を測定し、評価した。
【０１２０】
　その結果、電荷移動度として、１０－３～１０－２ｃｍ２／Ｖ・ｓという高い数値が得
られた。
【０１２１】
　（結晶状態の評価）
　有機半導体層の結晶状態を評価するために、実施例１の有機半導体層について、偏光顕
微鏡写真を観察した。
【０１２２】
　この特性評価のための有機半導体層は、マスクパターンとして１ｃｍ×１ｃｍの正方形
パターンを用いて、上記の有機半導体装置の作製における親油性領域パターン及び撥油性
領域パターンの形成処理と同様の処理をガラス基板上に施し、大気圧下、雰囲気温度１０
℃にて、このガラス基板上の親油性領域に５－ＰＮＰ－Ｏ１の１ｗｔ％ｐ－キシレン溶液
を滴下し、溶媒を約７時間かけて蒸発させることによって作製した。
【０１２３】
　この結晶状態の評価は、偏光顕微鏡（ＮＩＫＯＮ社製、型番ＯＰＴＩＰＨＯＴ２－ＰＯ
Ｌ）を用いて行った。
【０１２４】
　図５は、実施例１の有機半導体層の偏光顕微鏡写真である。この偏光顕微鏡写真の観察
により、実施例１の有機半導体層は、透明度が高く、ミリメートルオーダーの面積の大き
な結晶で形成されていることが分かった。
【０１２５】
　（構造欠陥密度の評価）
　有機半導体層の構造欠陥密度を評価するために、実施例１の有機半導体層について、定
常光電流の測定結果を考察した。
【０１２６】
　この特性評価のための有機半導体層は、くし型ＩＴＯ電極（くし間Ｌ＝３０μｍ、くし
幅Ｗ＝１０ｍｍ）が形成されたガラス基板に、マスクパターンとして４ｍｍ×１００μｍ
の長方形パターンを用いて、上記の有機半導体装置の作製における親油性領域パターン及
び撥油性領域パターンの形成処理と同様の処理を施し、大気圧下、雰囲気温度１０℃にて
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、このガラス基板上の親油性領域に５－ＰＮＰ－Ｏ１の１ｗｔ％ｐ－キシレン溶液を滴下
し、溶媒を約７時間かけて蒸発させることによって作製した。
【０１２７】
　次に、それらの有機半導体層について、上記くし型ＩＴＯ電極に定電圧をかけ、波長３
００～４００ｎｍの光を当てて、光電流が時間の経過によって変化する挙動を評価した。
【０１２８】
　図８のＣは、実施例１の有機半導体層についての定常光電流測定結果である。この図よ
り、光電流の立ち上がり立下りは急峻であることが分かる。このことから、実施例１の有
機半導体層を形成する結晶は、構造欠陥が少ないものと考えられる。
【０１２９】
　（結晶系の評価）
　結晶状態の評価の際に用いた実施例１の有機半導体層について、Ｘ線回折装置（ＲＩＧ
ＡＫＵ社製、型番；ＲＡＤ－Ｂ）によって結晶構造の解析を行った。図９は、実施例１の
有機半導体層のＸ線回折結果である。この結果より、実施例１の有機半導体層を形成する
液晶性分子は、基材に対して垂直に立っていることが示唆された。実施例１の有機半導体
層を形成する液晶がこのような結晶となる理由は、塗布された溶液中の液晶性有機半導体
材料の液晶性分子が、基材上に垂直に形成された疎水基に沿って配向するためだと思われ
る。したがって、実施例１の有機半導体装置においては、配向処理を施さなくても、液晶
性分子がドレイン電極とソース電極の膜厚方向に並行に配向して結晶化されているものと
考えられる。
【０１３０】
　（実施例２）
　有機半導体材料として上記化学式４０の化合物であるフェニルナフタレン誘導体（２－
（４’－Ｏｃｔｙｌｐｈｅｎｙｌ）－６－ｄｏｄｅｃｙｌｏｘｙｎａｐｈｔｈａｌｅｎｅ
。以下、８－ＰＮＰ－Ｏ１２と略することがある。）を用いた実施例２の有機半導体層に
ついて、実施例１と同様の各特性評価を行った。
【０１３１】
　電荷移動度の評価及び構造欠陥密度の評価のための有機半導体層は、くし型Ａｕ電極（
くし間Ｌ＝２００μｍ、くし幅Ｗ＝２８ｍｍ）が形成されたガラス基板に、マスクパター
ンとして４ｍｍ×１００μｍの長方形パターンを用いて、上記実施例１の有機半導体装置
の作製における親油性領域パターン及び撥油性領域パターンの形成処理と同様の処理を施
し、大気圧下雰囲気温度１０℃にて、このガラス基板上の親油性領域に８－ＰＮＰ－Ｏ１
２の１ｗｔ％ｐ－キシレン溶液を滴下し、溶媒を約７時間かけて蒸発させることによって
作製した。
【０１３２】
　結晶状態の評価及び結晶系の評価のための有機半導体層は、マスクパターンとして１ｃ
ｍ×１ｃｍの正方形パターンを用いて、上記実施例１の有機半導体装置の作製における親
油性領域パターン及び撥油性領域パターンの形成処理と同様の処理をガラス基板上に施し
、大気圧下、雰囲気温度１０℃にて、このガラス基板上の親油性領域に８－ＰＮＰ－Ｏ１
２の１ｗｔ％ｐ－キシレン溶液を滴下し、溶媒を約７時間かけて蒸発させることによって
作製した。
【０１３３】
　各特性評価の結果を以下に示す。
【０１３４】
　電荷移動度の評価において、電圧印加に伴い非線形電流成分が増加してトラップフリー
の空間電荷制限電流が観測される領域での電荷移動度は、３×１０－３ｃｍ２／Ｖ・ｓと
いう高い値であった。
【０１３５】
　結晶状態の評価において、実施例２の有機半導体層は、図６に示すように、透明度が高
く、ミリメートルオーダーの面積の大きな結晶で形成されていることが分かった。
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　構造欠陥密度の評価において、実施例２の有機半導体層の定常光電流は、図８のＤに示
すように、立ち上がり立下りが急峻であることが分かった。このことから、実施例２の有
機半導体層を形成する結晶は、構造欠陥が少ないものと考えられる。
【０１３７】
　結晶系の評価において、実施例２の有機半導体層を形成する液晶性分子は、図１０によ
り、実施例１の場合と同様、基材に対して垂直に立っていることが示唆された。したがっ
て、実施例２の有機半導体装置においても、配向処理を施さなくても、液晶性分子がドレ
イン電極とソース電極の膜厚方向に並行に配向して結晶化されるものと考えられる。
【図面の簡単な説明】
【０１３８】
【図１】本発明の有機半導体装置の一例を示す断面図である。
【図２】本発明の有機半導体装置の他の一例を示す断面図である。
【図３】親油性領域パターン及び撥油性領域パターンが形成された基材の親油性領域に塗
布された有機半導体層形成溶液の形状の一例を示す模式図である。
【図４】撥油性領域が形成されていない基材の親油性領域に塗布された有機半導体層形成
溶液の形状の一例を示す模式図である。
【図５】実施例１の有機半導体層の偏光顕微鏡写真である。
【図６】実施例２の有機半導体層の偏光顕微鏡写真である。
【図７】アントラセンを材料として基材の撥油性領域に囲まれた親油性領域に溶液キャス
ト法により形成された有機半導体層の偏光顕微鏡写真である。
【図８】図８中のＣは実施例１の有機半導体層の定常光電流の測定結果であり、図８中の
Ｄは実施例２の有機半導体層の定常光電流の測定結果である。
【図９】実施例１の有機半導体層のＸ線回折結果である。
【図１０】実施例２の有機半導体層のＸ線回折結果である。
【符号の説明】
【０１３９】
　１　基材
　２　有機半導体層形成溶液
　１０　有機半導体装置
　１１　基板
　１２　ゲート電極
　１３　ゲート絶縁層
　１４　有機半導体層
　１５　ドレイン電極
　１６　ソース電極
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